
【コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制】



【適時開示体制】

取 締 役 会

※ＩＲグループは、ＩＲ活動の推進機関として設置され、その対外的な窓口を兼ねた事務局（ＩＲグループ事務局）をコーポレート部門に置く。
ＩＲグループは、代表取締役及びコーポレート部門担当取締役並びに経営企画、広報、総務、経理の各部門を統括する本部⾧、同各部門の部
門⾧及びＩＲグループ事務局の担当者で構成される。

連絡・報告 連絡・報告 連絡・報告 連絡・報告

報告・協議 報告・協議 報告・協議 報告・協議

報告 報告 報告 報告

承認 承認

監査役会

監査

付議・報告 付議・報告

公表 公表 公表 公表

報告 報告

当 社 及 び グ ル ー プ 各 社

発生事実 四半期決算情報 決算情報 決定事実

（情報集約・管理）IRを担当する部門の部門⾧

（開示要否の判断）ＩＲグループ※

代 表 取 締 役 社 ⾧

（適時開示）IRを担当する部門

情 報 開 示
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